
 

 令和６年８月２９日 

 

               国立障害者リハビリテーションセンター 

自立支援局 秩父学園 

 

被措置児童等虐待事案について 

 

  

 当学園の職員による被措置児童等に対する虐待事案が発生しました。事案の詳細は、 

以下の通りです。再発防止の徹底に取り組み、適切に対応してまいります。 

 

１．虐待の認定  埼玉県により、実地調査の結果、令和６年７月 30日付けで認定 

 

２．虐待の種別  心理的虐待 

 

３．虐待の内容  職員が体調不良であった児童の熱を測ろうとしたところ、検温を拒否し、不穏状

態となった児童に対し、職員が威圧的な言動をした。 

 

４．被 害 児 童  児童１名 

 

５．改 善 策  

第三者委員を含めた秩父学園虐待防止委員会へ、以下の再発防止案を報告し、了解を得た

ところであり、速やかに取組を進めていくこととしている。 

① 寮におけるトラブル等の問題事案が生じた場合の報告や申し送りの基準や方法について、明

確に示すとともに、改めて職員全員に周知を図ること。 

② 職員全員に対し、「子どもの権利擁護」と「虐待防止」に関する研修をそれぞれ行うこと。 

③ 虐待防止、意思決定支援、子どもの権利擁護等の観点から、障害児支援に関する知識の再

確認・処遇方法の見直しの取組を行うこと。 

④ 処遇方針や処遇方法について、職員の共通認識の構築に努め、チームでの支援の徹底を図

ること。 

⑤ 相談員の設置や意見箱の設置など職員からの相談体制の整備を図ること。 

 

〔照 会 先〕 

国立障害者リハビリテーションセンター 

自立支援局 秩父学園 

地域支援課長     齋藤（内線 250） 

庶務課長       時末（内線 212） 

〒359-0004 埼玉県所沢市北原町 860 

電話番号: 04-2992-2839 



 

国立障害者リハビリテーションセンターの概要 

我が国の障害のある方々の自立及び社会参加を支援するため、医療から職業訓練まで一貫

した体系の下で、障害者の生活機能の維持・回復のための先進的・総合的な保健・医療・福

祉サービスを提供するとともに、リハビリテーション技術・福祉機器の研究開発、リハビリ

テーション専門職の人材育成等、障害リハビリテーションの中核機関として先導的な役割を

担っている。 

 

■国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園 

秩父学園においては、知的障害児（愛着障害児、行動障害児、被虐待児含む）に安心でき

る生活の場を提供し、日常生活の支援を行うとともに、地域生活移行を目指した支援を行っ

ている。 

※ホームページ：http://www.rehab.go.jp/chichibu/ 

 

■国立障害者リハビリテーションセンター秩父学園の所在地 

 
 


